
品
川
区
は
５
月
か
ら｢

節
電
ビ
ズ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン｣

を
開
始
し
ま
し
た
。

区
施
設
の
電
力
使
用
の
前
年
比
マ
イ

ナ
ス
25
％
が
目
標
で
実
施
し
、
①
冷

房
は
28
度
。
②
上
着
・
ネ
ク
タ
イ
な

し
の
軽
装
。
③
蛍
光
灯
や
エ
レ
べ
ー

タ
ー
の
一
部
消
灯
・
停
止
。
④
街
路

灯
・
公
園
灯
の
一
部
消
灯
の
ほ
か
に

区
施
設
の
節
電
と
し
て
、
屋
外
運
動

場
の
夜
間
停
止
や
時
間
短
縮
。
学
校

グ
ラ
ン
ド
と
プ
ー
ル
、
区
民
公
園
プ
ー

ル
、
野
球
場
や
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
な
ど

運
動
施
設
は
夜
間
利
用
の
中
止
な
ど

で
す(

ウ
ラ
面
参
照)

。

し
か
し
、
住
民
か
ら｢

公
園
が
暗

く
て
恐
い｣

な
ど
声
も
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
電
力
消
費
の
ピ
ー
ク
は
昼

間
で
す
か
ら
、
過
度
な
節
電
で｢

安

全｣

が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

福
島
原
発
事
故
に
よ
る
電
力
不
足
の
中
、
品
川
区
は
区
役
所
を
は
じ
め
区

施
設
で
前
年
比
25
％
の
目
標
で
節
電
を
実
施
し
ま
す
。
自
治
体
が
省
エ
ネ
に

取
り
組
む
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
照
明
の
消
灯
や
集
会
室
利
用
制
限
な
ど
は

住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
て
す
す
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
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区民の安全第一で区施設で
25％節電

｢節電仕方ないが､公園が暗い…｣

こ
の
ニ
ュ
ー
ス

へ
の
ご
意
見
や

ご
質
問
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

共産党 品川

憲
法

守
ろ
う

９条

写真上は、わかば公園(戸越１丁目)

の昼間。大きな木が日影をつくりま

す。右は夜の様子。公園灯を消灯す

るため、電話ボックスと街路灯のわ

ずかな明かりだけになります。

節電には協力するけれ

ど、公園や道路が暗く

なるのは怖い…

昼

夜



上
の
表
は
、
６
月
６
日
の
区
議
会

区
民
委
員
会
で
区
側
が
説
明
し
た
資

料(

抜
粋)

で
す
。
７
月
～
８
月
の
間

は
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
施
設
で
夜
間
利

用
を
中
止
す
る
ほ
か
に
休
館
日
を
設

定
し
ま
す
。
総
合
体
育
館
と
戸
越
体

育
館
、
学
校
体
育
館
の
一
般
利
用
は

10
日
と
20
日
・
30

日
を
い
っ
せ
い
休

館
に
す
る
。
区
民

集
会
所
も
８
月
10

日
～
19
日･

22
日･

30
日
、
９
月
12
日･

20
日･
30
日
を
い
っ

せ
い
休
館
に
す
る

方
針
で
す
。

し
か
し
、
い
っ

せ
い
休
館
と
い
う

や
り
方
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
節

電
の
た
め
で
も
区
民
利
用
を
制
限
す

る
こ
と
は
極
力
避
け
る
工
夫
が
必
要

で
す
。
私(

み
や
ざ
き)

は
、
区
民
集

会
所
な
ど
で
休
館
す
る
場
合
で
も
実

施
日
を
ズ
ラ
し
て｢

輪
番
制｣

に
す
る

よ
う
求
め
ま
し
た
。

品
川
区
は
25
％
の
節
電
を
ス
ポ
ー
ツ
施
設
や
文
化
施
設
な
ど
区

施
設
を
休
館
し
て
実
施
す
る
計
画
で
す
。
住
民
に
は
節
電
の
取
組

み
を
理
解
す
る
声
も
聴
か
れ
ま
す
が
、
区
民
活
動
を
制
限
す
る
こ

と
は
極
力
避
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ス
ポ
ー
ツ･

文
化
施
設

で
休
館
日
を
設
定

区施設の
節 電

施 設(主なもの) ７月以降の対応

総合体育館
一定の休館日を設ける。
(原則10日､20､日30日。土日祝の場合は翌日)

戸越体育館 同 上

学校の温水プール 同 上

学校の体育館 同 上

学校のグランド ７月～８月は夜間中止。

学校プールの
夏季一般開放

夜間の開放中止。
７月下旬～８月上旬は土日の昼を開放

公園運動施設
ナイターは７月～８月は中止。
(野球場､テニスコート､中央公園多目的広場)

しながわ区民公園
プール

夜間中止。

文化センター
一定の休館日を設ける。
(原則10日､20日､30日。土日祝の場合は翌日)

荏原文化センター
温水プール

同 上

きゅりあん 通常どうり

区民集会所
８月以降、一定の休館日を設ける。
(8月10日～19日･22日･30日、9月12日･20日･30日)

中小企業センター
スポーツ室トレーニング室は休館日を設ける。
(7月21日、8月5･11･12･18･25日、9月12･20･30日)

文

化

施

設

等

ス

ポ

ー

ツ

施
設

等

節電は住民に｢ガマン｣を強いる

やり方では長続きしません。

日本共産党は原発事故前から省

エネの推進、｢緑のカーテン｣の

普及で街をクールダウンする提

案をしています。

法律相談は６月１７日(金)

みやざき克俊事務所
電話３７８６-６６７４

無
料

生活相談は
随時受付

休
館
は｢

輪
番
制｣

な
ど
の
工
夫
を


